


はじ めに

森林環境税及び森林環境譲与税

　 平成3 1 年3 月に「 森林環境税及び森林環境譲与税に関する 法律」（ 以下「 法律」と いう 。）が成立・ 公布さ

れ、同年4 月から 森林環境譲与税に係る 部分が施行さ れま し た。法律に基づき 令和元年9 月3 0 日に、第1

回目の森林環境譲与税の譲与がなさ れ、その後、半年ごと に譲与が行われています。

　 各地方自治体においては、こ の森林環境譲与税を 活用し 、森林所有者への意向調査やこ れを 踏ま えた

間伐の実施等の森林整備の取組のほか、人材の育成や木材利用、普及啓発など の森林整備を 促進する た

めの取組が始まっ ています。

　 本事例集は、森林環境譲与税を 活用し て動き 始めた各地の取組を 紹介し ていますので、同じ よ う な課

題を 抱える 地域での参考と し ていただき 、各市町の地域の実情に応じ た森林整備等が一層推進する こ と

を 期待し ています。

森林経営管理法と 森林経営管理制度

＜森林経営管理制度のイ メ ージ＞

　 平成3 1 年4 月に「 森林経営管理法」が施行さ れ、森林経営管理制度がスタ ート し まし た。

　 森林経営管理制度は、林業経営の効率化と 森林管理の適正化を 一体的に促進する ため、市町村が森林

所有者から 森林の経営管理を 行う ための権利を 取得し 、自ら 森林を 経営管理する 、又は、当該権利に基づ

き 森林の経営管理を 行う ための権利を 民間事業者に設定する こ と ができ る 制度です。

こ れまでは森林所有者自ら 、

又は民間事業者に委託し 経営管理

林業経営に

適し た森林

経営管理を

再委託

経営管理が行われていない森林について

市町村が仲介役と なり 森林所有者と 担い手を繋ぐ 仕組みを構築

経営管理権

経営管理実施権

市町村が自ら 管理
森林所有者

※所有者不明森林へも 対応

市町村

新たな制度を追加

意向を
確認

+

経営管理を
委託

林業経営に

適さ ない森林

林業経営者
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民間の力を活かして森林の整備を推進したい1-1
富士市

地元説明会の開催等により 所有者の意向を調査し 、経営管理権を 取得。林業経営

に適し た森林を 整備するため、民間事業者に経営管理実施権を設定し 、官民連携

による森林整備を推進。

意向調査に伴う 地元説明会の開催 経営管理実施権者を 選ぶ選定委員会

経営管理実施権者によ る森林整備や木材生産

県内市町の取組
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森林環境譲与税を活用し た取組事例集1-1

○市内を 3 地区に分け、各地区で林業経営体によ る森

林経営計画の策定が困難だ っ た地域を 対象と し

て、森林整備を 推進。

○経営管理実施権者を 選定する 選定委員会（ 市が直

営で運営）は、富士市の部長・ 課長の他、富士宮市の

課長、県農林事務所所長等を メ ン バーに加えて、公

平性と 多角的な検討を 担保。

富士市担当者のこ だわり

○市有地の貸地（ 立木は市と 賃借契約を 結ぶ個人が

所有）は、1 件当り の契約地の面積が小さ く 、林業経

営体によ る 森林整備が進まなかっ た。また、森林経

営計画策定地の隣接地で森林経営計画が策定でき

な い森林があり 、森林整備が進ま な かっ た 。そ こ

で、森林環境譲与税を 活用し て 、意向調査を 実施し

た結果、経営管理権を 5 2 .4 ha 設定する こ と ができ

た。その中で、3 1 .5 h a の森林を 整備する こ と がで

き た。

○今後、意向調査地を 拡大し 、経営管理実施権によ る

森林の整備を 推進する 。

譲与税活用のポイント

富士市事業名：

森林経営管理事業（ 令和元年度～）

▶ ▶ ▶ 森林経営管理法に基づく 森林所有者への意向調査、経営管理権集積計画作成に係る 森林所有者への同意取得、

境界の明確化を 民間事業者に委託。

事 業 費

実 績

ス キ ーム

1 3 ,0 6 1 千円（ R 1 ）（ 全額譲与税）

意向調査7 5 .0 h a（ 3 9 2 筆、1 5 5 人）、経営管理権設定5 2 .4 h a 、経営管理実施権設定5 2 .4 h a（ 以上、R 1 ）

令和元年度に経営管理実施権を 設定し た森林のう ち 森林経営計画に基づく 森林整備3 1 .5 h a（ R 2 ）

※集積計画作成までは委託で実施。

　 それ以降の配分計画作成（ 林業経営体への再委託）は市で実施。

市民間事業者

意欲と 能力のある
林業経営者

②意向調査実施、集積計画作成 等

①委託

今回の事業

森林

⑤森林整備④配分計画作成による経営管理実施権設定

③経営管理権設定

《 問い合わせ先》　 富士市林政課／☎0 5 4 5 -5 5 -2 7 8 3
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凡例

施業履歴

森林経営計画

総合点

施設等

林道

作業道

路網整備計画

一体整備相当区域

19点以上

14～18点

9～13点

4～8点

-1～3点

-6～-2点

-7点以下

森林経営計画樹立地

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

島田市

民間事業者が行う 森林整備を促進するため、市単独の補助事業を 創設。補助率の

算定は、林分条件等を 勘案し 、独自の採点表に基づく 評価を 行い、経済林と 非経

済林等に区分し た上で、きめ細やかな支援を 実施。

採点表： 補助率を 決定する ため、林小班毎に、採点表に基づいて市が採点。

3 点

スギ・ ヒ ノ キ

5 0 0 ㎡以上

1 ha以上

1 0 度未満

5 0 m まで

有

項目 -3 点

崩壊地ほか

5 0 0 m 以上

-2 点

竹林

1 0 0 未満

3 5 度以上

4 0 0 ～5 0 0 m

有

有

有

-1 点

1 0 0 ～2 0 0

3 0 0 ～4 0 0 m

無

無

0 点

2 0 0 ～3 0 0

0 .5 ha 未満

3 0 ～3 5 度

2 0 0 ～3 0 0 m

無

保健-レク リ エーショ ン 文化・ 生物多様性保全

個人以外

1 点

その他針・ 広

3 0 0 ～4 0 0

2 0 ～3 0 度

1 0 0 ～2 0 0 m

有

有

有

個人

2 点

コ ナラ 類

4 0 0 ～5 0 0

0 .5 ～1 ha

1 0 ～2 0 度

5 0 ～1 0 0 m

無

木材等生産機能水源涵養機能

樹種

蓄積/ha

面積

傾斜

既存林道から の距離

既存作業道等の有無

土場の有無

制限林

土砂災害指定区域

自然災害被災箇所

公益的機能の有無

森林経営計画の有無

路網整備計画の有無

所有形態

樹木整理

土地的条件整理

林道等整備状況

土地制限林状況

機能条件整理

路網整備計画

所有形態

採点の結果を 表し た図（ 合計点が9 点以上は経済林、8 点以下は非経済林・ 経済化推進林）

民間の力を活かして森林の整備を推進したい1-2
県内市町の取組
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○県の「 森の力再生事業」や「 し ずおか林業再生プ ロ

ジェ ク ト 」など を 参考に、市内で活動する 複数の林

業経営体及びふじ のく に森林整備アド バイ ザーの

意見を 取り 入れて、事業内容を 検討。

○非経済林・ 経済林化推進林の補助率を 高く する こ

と で、採算性の見込めない森林の整備を 促進。

島田市担当者のこ だわり

○林業経営体の活動を 支援する こ と で森林の経営管

理が進むと 考え 、本補助制度を 創設し た。令和2 年

度は本制度を 活用し 、6 .1 7 h a の間伐が実施さ れ

た。今後は、3 者協定に基づき 維持管理を し ていく 。

譲与税活用のポイント

島田市事業名：

ぬく も り のある森林づく り 事業（ 令和2 年度～）
も        り

▶ ▶ ▶ 水源かん養、土砂流出等の災害の防備その他の森林の有する 公益的機能の維持を 図る ため、間伐の助成制度を

創設。

補助対象

事 業 費

事業主体

ス キ ーム

1 5 ～9 0 年生のスギ・ ヒ ノ キ林のう ち 、過去1 0 年間において間伐が実施さ れていな い森林（ ※国・ 県の補助事業の

交付の対象と なる 森林は補助対象と し ない。）

事業種目

間伐（ 間伐率2 0 ～3 5 ％）、簡易作業路整備（ 間伐に伴う も の）

補 助 率

林業による 採算性の見込めない森林（ 非経済林、経済化推進林）…1 0 /1 0 以内

林業による 採算性の見込める 森林（ 経済林）… 2 /3 以内

4 ,0 5 0 千円（ R2 ）（ 全額譲与税）

静岡県森の力再生事業実施要領に規定する 者と 同等の資格も し く は能力を 有するも のであり 、静岡県森の力再生

事業を 実施し たこ と のある 者。

実 績

間伐、6 .1 7 h a（ R2 ）

民間事業者 市

森林

④申請

⑤森林整備

①森林整備を打診

②同意

③3 者協定

⑥助成

所有者

森林環境譲与税を活用し た取組事例集1-2

《 問い合わせ先》　 島田市農林整備課／☎0 5 4 7 -3 6 -716 5

今回の事業
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浜松市

所有者の意向確認や同意取得等を 民間事業者と 協力し て実施。林業経営に適し

た森林は民間事業者による 整備を 促進、適さ ない森林においては、市が自ら 整備

を実施。整備後は認証林の審査を受けるなど持続可能な森林経営を実現。

経営管理権を 設定し 、市町村森林経営管理事業を 実施し た森林（ 引佐地域）

森林整備を 実施後、F S C 森林認証の審査を 受ける（ 春野地域）

民間の力を活かして森林の整備を推進したい1-3
県内市町の取組
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○意向調査の発注は入札方式と し 、森林組合で も 民

間事業体でも 受託可能に。

○仕様書に調査票の配布数で はなく 、回答数及び簡

易測量等実施面積を 明記する こ と で委託業務の成

果を 明確化し 、受注者の業務意欲を 促進。

浜松市担当者のこ だわり

○森林経営計画の樹立範囲外の森林は、林業経営体

によ る 森林整備が進まなかっ た。そこ で、公（ 当市）

の信頼力で 意向調査を 実施し た結果、林業経営体

によ る 経営管理に同意する 森林約1 0 4 h a を 把握

する こ と ができ たので、今後、森林整備を 実施し て

いく 。

○今後、さ ら に意向調査を 進めて、着実に森林整備に

つなげていく 。

譲与税活用のポイント

浜松市事業名：

森林経営管理推進事業（ 令和元年度～）

▶ ▶ ▶ ・ 適切に管理さ れていない森林について、森林所有者の意向確認、経営管理権集積計画等の作成、同意の取得等

を 民間事業者等に委託。

　 　  ・ 森林経営計画樹立地が近接し 、一体と し て森林施業が見込める 森林を 対象と し 、経営管理権を 設定せずに民間

事業者の森林施業を 促進。また、森林経営計画の樹立が困難な森林や採算が合わな いが経営管理に前向き な回

答を し た森林については、経営管理権を 設定し て市町村森林経営画管理事業によ る森林整備を 実施。

事 業 費

実 績

1 4 ,2 7 8 千円（ R 1 ）（ 全額譲与税）

意向調査の実施結果： 森林所有者数： 9 6 人、面積： 1 6 0 .5 9 h a

う ち 、経営管理の同意： 6 3 人、1 0 4 .2 3 h a

経営管理に同意し た森林の内訳 利用間伐： 2 6 人、6 5 .6 7 h a

保育間伐： 4 1 人、3 4 .0 8 h a

市町村森林経営管理事業の実施： １ 人、4 .4 8 h a（ R 1 ）

森林環境譲与税を活用し た取組事例集1-3

《 問い合わせ先》　 浜松市林業振興課／☎0 5 3 -4 5 7 -215 9

ス キ ーム

市
⑤森林所有者と 橋渡し ⑥森林整備

①委託

④報告 ⑤森林整備

森林
民間

事業者
等

民間
事業者

②経営管理の同意取得

③同意

森林
所有者
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小山町

所有者説明会に加え、現地立会いや同意取得のための事前説明など、細やかに対

応。その結果、経営管理を託し たいと の意向を 示し た所有者のう ち 、林業経営に

適さ ない森林を森林経営管理事業で整備。

森林所有者説明会 現地調査

森林所有者・ 関係者立会 同意取得のための事前説明

着実に森林を整備したい2-1
県内市町の取組
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小山町事業名：

森林経営管理事業（ 令和元年度～）

▶ ▶ ▶ 森林経営管理法に基づく 森林所有者への意向調査（ 町内、民有林2 地区）、経営管理権集積計画の原案作成を 民間

事業者に委託。

事 業 費

実 績

4 ,4 4 4 千円（ R1 ）（ う ち 譲与税4 ,4 1 7 千円）

意向調査約5 0 0 ha（ R 1 ）、意向調査で町に経営管理を 託し たいと 回答し た所有者の森林、約1 0 0 ha（ R1 ）

経営管理権設定3 .2 4 h a（ R 1 ）、森林整備3 .1 5 h a（ R2 ）

○約1 ,8 0 0 haの人工林を 対象と し 、

　・ 既設道から の距離（ 近いほど対象と する ）

　・ 傾斜（ 緩傾斜ほど 対象と する）

　・ 地質（ スコ リ ア層が薄いほど対象と する ）

　 の3 つの観点から 、意向調査の対象範囲を 選定。

○意向調 査対象森林 が1 , 1 0 0 h a と 大き い た め 、

5 地区に区分し て 、意向調査を 順次実施する こ と

と し た。

小山町担当者のこ だわり

○所有形態が小規模な 森林は、林業経営体に よ る

森林整備が進まな かっ た。そこ で、森林環境譲与税

を 活用し て、意向調査を 実施し た結果、経営管理を

町に 託し た い 森林約1 0 0 h a を 把握す る こ と が

でき 、令和2 年度は3 .1 5 h a の森林を 整備し た。

○ 今 後 、約 1 0 0 h a の う ち 残 り の 森 林 に つ い て 、

市町村森林経営管理事業を 主体と し つ つ 、利用

間伐の実施が見込める 森林については、林業経営

体に橋渡し する など 、着実な 森林整備につな げて

いく 。

譲与税活用のポイント

ス キ ーム

民間
事業者

町

②意向調査、現地調査、

経営管理集積計画の原案作成

①委託

③経営管理権設定による森林整備

森林

森林環境譲与税を活用し た取組事例集2-1

今回の事業

《 問い合わせ先》　 小山町農林課／☎0 5 5 0 -7 6 -6112
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長泉町

森林整備が進まなかっ た地域へ意向調査を 行っ た結果、経営管理を 町に託し た

い所有者を把握。今後、経営管理権の設定や町の森林経営管理事業の活用を念頭

に、森林整備を着実に実施。

意向調査結果（ 抜粋）

森林の
所有状況

人数
（ 人）

22 18 17 13 4 0 0 15 0 2 8 5 4 0 14 2 1

76% 24% 0% 0% 88% 0% 12% 47% 29% 24% 0% 82% 12% 6%

39 22 21 15 6 0 0 18 0 3 9 7 5 0 17 3 1

71% 29% 0% 0% 86% 0% 14% 43% 33% 24% 0% 81% 14% 5%

7.90 5.73 5.60 4.60 1.00 0.00 0.00 4.98 0.00 0.62 3.86 1.17 0.57 0.00 5.14 0.43 0.03

82% 18% 0% 0% 89% 0% 11% 69% 21% 10% 0% 92% 8% 1%

面積
（ ha）

筆数
（ 筆）

所有する
森林の場所

今後の
経営・ 管理

立ち入り の
許可

返
信
有

自
分
が
所
有
し
て
い
る

実
質
的
に
所
有
し
て
い
る

売
却
・
譲
渡
済
み

わ
か
ら
な
い

自
分
が
知
っ
て
い
る

自
分
以
外
が
知
っ
て
い
る

わ
か
ら
な
い

町
に
相
談
し
た
い

町
へ
の
依
頼
を
検
討
し
た
い

自
分
又
は
親
族
が
行
う

他
者
へ
委
託
予
定

立
ち
入
り
を
許
可
す
る

検
討
す
る

許
可
し
な
い

到
達

送
付

所有者と 森林の現状を 把握

森林の経営管理に対する 所有者の意向

着実に森林を整備したい2-2
県内市町の取組

ｲ. 長泉町へ相談し たい

ﾛ. 長泉町への委託を 検討

ﾊ. 自分か親族が行う

返信なし

未達

色　  凡　  例
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○森林経営管理法に基づき 、一部地域で意向調査を

実施する と と も に、経営管理権の取得について 検

討し 、今後の森林整備の方向性を 決定し た。

○町には森林・ 林業分野に長けた職員が居ないため、

森林・ 林業の実情に詳し い者に委託し 、予算の範囲

内で計画的に整備ができ る 森林面積を 想定し て優

先順位を 決定。

長泉町担当者のこ だわり

○約1 ,0 0 0 h a の森林のう ち 、町の南側は、人工林が

天然林と モ ザイ ク 状に点在し 、林業経営体によ る

森林整備が進まな かっ た。そこ で、森林環境譲与税

を 活用し て 、全体計画の作成と 意向調査を 実施し

た結果、経営管理を 町に託し た い森林約5 h a を 把

握する こ と ができ た。

○今後、約5 h a の森林について、市町村森林経営管理

事業を 実施し て、着実に森林整備につなげていく 。

譲与税活用のポイント

長泉町事業名：

森林経営管理事業（ 令和2 年度～）

▶ ▶ ▶ 森林経営管理法に基づく 意向調査を 効果的に行う ため、町内全域の森林の現況を 把握し 、整備する 森林の洗い

出し と 整備の優先順位等を 決めるための全体計画を 作成。また、一部モデル地域（ 7 .9 0 h a ）で現地調査、意向調

査を 静岡県森林組合連合会に委託。

事 業 費

ス キ ーム

2 ,8 6 0 千円（ R2 ）（ 全額譲与税）

実 績

全体計画作成6 .5 0 h a 、現地調査及び意向調査7 .9 0 h a

意向調査で町に経営管理を 託すのに前向き な回答を し た所有者5 .0 3 h a（ R 2 ）

町県森連

②全体計画作成、現地調査、意向調査

①委託

③経営管理権設定による森林整備
森林

森林環境譲与税を活用し た取組事例集2-2

今回の事業

《 問い合わせ先》　 長泉町産業振興課／☎0 5 5 -9 8 9 -5 516
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着実に森林を整備したい2-3
県内市町の取組

川根本町

地域に精通し ている自治会が所有者の意向をと り まと め、町へ森林整備を 要望。

集落に隣接する森林の林縁部を 含む面的な整備を 実施。整備後の森林管理は自

治会が主体と なっ て行う 。

森林（ 林縁部）　 整備前 森林（ 林縁部）　 整備後

森林（ 林内）　 整備後 森林（ 林内）　 整備後

13



森林環境譲与税を活用し た取組事例集2-3

《 問い合わせ先》　 川根本町農林課／☎0 5 4 7 -5 6 -2 2 2 6

川根本町事業名：

里山林整備事業（ 令和元年度～）

▶ ▶ ▶ 町は、自治会から の要望申請に基づき 、集落に隣接する 手入れがなさ れていない森林について、自治会が所有者

の意向を 取り ま と める こ と や、整備後の森林の管理を 行う こ と を 条件に、町の委託発注によ り 間伐及び除伐を

実施。

事 業 費

実 績

ス キ ーム

2 ,2 8 6 千円（ R1 ）（ 全額譲与税）、4 8 ,0 0 0 千円（ R 2 ）（ う ち 譲与税2 7 ,7 3 2 千円）

間伐2 .1 2 h a（ R1 ）、3 4 .3 7 h a（ R2 ）

自治会 町

③要望申請

⑤森林整備

①意向確認

②承諾 ④承諾

森林
森林

所有者

○当町は、経営可能な 森林について は林業経営体が

森林経営計画に基づく 森林整備を すすめている 。

し かし 、採算が合わない等の理由によ り 手入れが

な さ れていな い森林にあっ て は、自治会の協力を

得ながら 、地域住民の生活に密着し た 場所で の森

林整備に譲与税を 活用。

○自治会が所有者の意向を 確認する こ と で、地域で

森林を 管理する意識を 持っ ても ら う 。

川根本町担当者のこだわり

○集落に隣接する 森林は、森林所有規模が小さ く 、林

業経営体によ る 森林整備が進まなかっ た。そこ で、

自治会の会合で 里山林整備事業について 説明し 、

森林環境譲与税を 活用し て森林を 整備に取り 組ん

だ結果、地域の課題に対応し た間伐等の森林整備

を2 年間で約3 7 ha 実施する こ と ができ た。

○今後、引き 続き 、自治会の声を 聴き ながら 、着実に

森林整備につなげていく 。

譲与税活用のポイント
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裾野市

幹線道路沿いの森林の公益的機能の向上、森林景観の向上及び通行安全性の向

上を図るため、修景伐と 間伐を 組み合わせた森林整備の実施に対し て助成。

整備前 整備中

整備後 位置図

景観の観点で森林を整備し たい3-1
県内市町の取組

森林整備箇所

東名高速道路
裾野IC
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○伐採率は、修景伐を 行う 森林の伐採率は1 0 0 ％、間

伐を 行う 森林の伐採率は2 5 ％と する など 、市と 民

間事業者が現場を 確認の上、状況に応じ て 柔軟に

伐採率を 設定でき る よ う にし た。

○修景伐の伐開幅は、道路から 4 m 以内と 定める こ と

で、伐採後に風倒被害が生じ ないよ う 配慮し た。

裾野市担当者のこ だわり

○道路沿いの森林は、まと まり が小さ く 、林業経営体

によ る 森林整備が進ま なかっ た。そこ で、森林環境

譲与税を 活用し て、修景伐及び間伐に対する 助成

制度を 創設し た 結果、裾野市街地と 企業団地のア

ク セ ス 道 路 で あ る 県道2 4 号 線沿 い の 森 林で 、

0 .2 9 h a の修景伐と 0 .2 0 h a の間伐の実績を 上げる

こ と ができ た。

○今後、申請者と 整備地域について協議し ながら 、道

路沿いの森林整備を 促進し ていく 。

譲与税活用のポイント

裾野市事業名：

市単独森林整備事業（ 令和元年度）

▶ ▶ ▶ 主要幹線道路沿いの森林の公益的機能の向上を 図る と と も に、森林景観の向上と 道路通行の安全性の向上を

図る ため、修景伐と 間伐を 組み合わせた事業を 創設。所有者の同意を 得て、森林整備を 実施し た民間事業者に

助成。

実 績

事 業 費

ス キ ーム

修景伐0 .2 9 h a、間伐0 .2 0 h a（ R 1 ）

7 ,0 1 8 千円（ R1 ）（ 全額譲与税）

森林環境譲与税を活用し た取組事例集3-1

《 問い合わせ先》　 裾野市農林振興課／☎0 5 5 -9 9 5 -18 2 3

民間事業者 市

森林

③申請

④森林整備

①森林整備を打診

②同意 ⑤助成

所有者
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御殿場市

近年市内に広がり 始めたナラ 枯れ被害が、令和2 年度は非常に目立つよう になっ

てき たこ と から 、ナラ 枯れにより 枯死し た木の伐採に対する補助制度を 創設。

ナラ 枯れ被害状況 作業中（ く ん蒸処理）

整備前 整備後

防災の観点で森林を整備したい4-1
県内市町の取組
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○さ ら な る ナラ 枯れ被害の拡大を 防ぐ ため、伐採だ

けでなく 病害虫駆除（ く ん蒸処理等）までを 条件と

し た。

○申請者は個人でも 可能と し 、小さ な 規模の被害に

も 助成でき る よう 配慮し た。

御殿場市担当者のこ だわり

○今年度、ナ ラ 枯れに よ る 森林被害が急速に 拡大

し た。そこ で、森林環境譲与税を 活用し て、ナラ 枯

れ被害木の伐採及び病害虫の駆除に対する 助成制

度を 創設し た結果、ナラ 枯れ被害木3 3 2 本を 処理

し 、周囲の森林を 保護し 、危険を 取り 除く こ と がで

き た。

○今後、助成 制度を 継続し 、森林保護 を 促進し て

いく 。

譲与税活用のポイント

御殿場市事業名：

ナラ 枯れ対策事業（ 令和2 年度～）

▶ ▶ ▶ ナラ 枯れ被害によ り 枯損し 、かつ、倒木、落枝等によ り 人身又は家屋等への重大な被害を 及ぼす危険性の高い樹

木の伐採及びナラ 枯れ被害の原因である 病害虫の駆除を 実施する 者に対し て助成。

事 業 費

ス キ ーム

5 ,0 0 0 千円（ R2 ）（ 全額譲与税）

補助対象

危険木の伐採及び病害虫の駆除に要する 経費

補 助 率

補助対象経費の2 分の1（ 上限2 0 万円）

実 績

伐採及び駆除処理本数： 3 3 2 本（ R2 ）

森林環境譲与税を活用し た取組事例集4-1

《 問い合わせ先》　 御殿場市農林整備課／☎0 5 5 0 -8 2 -4 6 2 9

申請者 森林
②伐採・ 駆除

①申請

③助成

市
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掛川市

災害時の緊急輸送路や配電線沿い等の重要イ ン フ ラ に近接する森林について、

経営管理権の設定または所有者と の協定締結によ り 、防災の観点から 面的な森

林整備を実施。

位置図 整備後

緊急輸送路沿いの森林（ 整備前） 緊急輸送路沿いの森林（ 整備後）

防災の観点で森林を整備したい4-2
県内市町の取組

森林整備区域

緊急輸送路
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